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少年の非行や犯罪被害は、決して 他人事
たにんごと

ではありません。 

地域ぐるみで、子どもたちに声を掛けるなど、非行防止、犯罪被害防止に取り組みましょう。 

ご家族では 

○ お子さんの動向に関心を持ち、交友関係や行き先等について把握し、門限等のル

ールを決めましょう。 

○ お子さんのアルバイトの内容、小遣い等の額にそぐわない高額な物を持っていな

いかなどを把握しましょう。 

○ スマートフォン等のインターネット利用について、家庭で利用時間や利用方法に

ついてのルールを決めましょう。 

 

 

 

 

 

お子さんの非行などでお困りのときは、少年相談員による少年相談室「ヤングトーク｣、少

年サポートセンターのほか、警察署少年係において少年相談を受け付けています。 

    ○ 少年相談室「ヤングトーク」  

    ＴＥＬ  ０１２０－７８６－１０９ 
無料ダイヤル  悩んだら  トーク  

   

        受付時間９：００～１７：００ 

        夜間、土日祝日は留守番電話にて対応 

    ＦＡＸ (０７８)３５１
さー来い

－ ７ ８ ２ ９
悩みファックス

 

                  （24時間受付） 

少年非行防止と被害防止を 

＊ ルールづくりの３つのポイント ＊ 
 

① 子どもの意見に耳を傾け、家族で話し合ってルールを決める。 

② 子どもを取り巻く環境の変化に応じて、定期的にルールを見直す。 

③ ペアレンタルコントロール（学齢に応じたフィルタリング設定など）を活用する。 

 ＊ フィルタリングとは ＊ 
 

 子どもがインターネットを使用する際、有害な情報に触れることがないようにするシス

テムで、各機器及び契約の携帯電話会社により設定が異なります。 

詳しくは携帯電話販売店等にお尋ねください。 

お子さんの非行等でお困りのときは 


